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私たち税理士法人プライスウォーターハウスク

ーパースは、全世界150カ国に146,000人の

スタッフを擁する世界最大級の会計事務所プ

ライスウォータハウスクーパース(PwC)の日本

におけるメンバーファームです。日本最大級の

タックスアドバイザーとして、公認会計士、税

理士等約500人のスタッフから成る専門家集

団であり、そのうち約100名が金融部に所属し

ています。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本Tax Newsでご紹介するのは、一般的な事例を前

提としておりますので、個別案件への応用またはよ

り専門的な案件の取引への取組に際しましては、是

非私どもの金融部を皆様の良きパートナーとしてご

利用下さい。 
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プライスウォーターハウスクーパースとは、税理士法人プラ

イスウォーターハウスクーパース、または、プライスウォータ

ーハウスクーパースのグローバルネットワーク、ないしはそ

のメンバーファームを指しています。個々の組織は分離独

立した法的組織となっています。 

 
 
 
 

税務上税務上税務上税務上のののの適格機関投資家適格機関投資家適格機関投資家適格機関投資家のののの範囲範囲範囲範囲についてについてについてについて     
 
 
 

2007年9月30日の金融商品取引法（以下、「金商法」）の施行によ

り、金商法（旧証券取引法）上の適格機関投資家の範囲が広がり

ました。これにともない、租税特別措置法施行令（以下、「措置法施

行令」）が改正され、租税特別措置法（以下、「措置法」）上の適格

機関投資家の定義に改正がなされました。 
 

本ニュースレターでは、改正措置法施行令で規定された適格機関

投資家の範囲について、その概要をご紹介します。 
 
 
 
 
 
 

1. 改正前改正前改正前改正前のののの措置法上措置法上措置法上措置法上のののの適格機関投資家適格機関投資家適格機関投資家適格機関投資家のののの定義定義定義定義 
 

従来、措置法第67条の14（特定目的会社に係る課税の特例）、第

67条の15（投資法人に係る課税の特例）、第68条の3の2（特定目

的信託に係る受託法人の課税の特例）および第68条の3の3（特定

投資信託に係る受託法人の課税の特例）において、適格機関投資

家とは「証券取引法第2条第3項第1号に規定するもの」とされてい

ました。 
 
 
 
 
 
 



 
(2) 

2. 改正後改正後改正後改正後のののの措置法上措置法上措置法上措置法上のののの適格機関投資家適格機関投資家適格機関投資家適格機関投資家のののの定義定義定義定義 
 

措置法施行令の改正により上述の措置法上の適格機関投資家は、「金商法第2条第9項に規定する金融商

品取引業者（同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業（同条第8項に規定する有価証券関連業

に該当するものに限る。）または同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。）その他の財務省令で定

めるもの」と変更されました。すなわち、税務上の適格機関投資家の範囲は「財務省令に定めるもの」に限ら

れることになります。 
 

上記の「財務省令で定めるもの」は、以下のとおり規定されています。ただし、（4）に掲げる者以外の者につ

いては金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令（以下、「定義内閣府令」）第10条第1項た

だし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、（4）に掲げる者については同項ただし書の規定により

金融庁長官が指定する者に限ります。 
 

(1) 金商法第 2条第 9項に規定する金融商品取引業者（同法第 28条第 1項に規定する第一種金融商品取

引業（同条第 8項に規定する有価証券関連業に該当するものに限る。以下、「第一種金融商品取引業」）

または同条第 4 項に規定する投資運用業（以下、「投資運用業」）を行う者に限る。） 
 

(2) 定義内閣府令第10条第1項第2号から第8号まで、第10号から第14号まで、第16号から第20号までおよ

び第26号に掲げる者（同項第19号に掲げる者のうち同号に規定する企業年金基金を除く。）[銀行、保険

会社、投資法人、投資事業有限責任組合など] 

 

(3) 信用協同組合および信用協同組合連合会ならびに業として預金もしくは貯金の受入れまたは共済に関

する施設の事業をすることができる農業協同組合連合会 

 

(4) 定義内閣府令第10条第1項第15号に掲げる者 [業として預金または貯金の受入れをすることができる

農業協同組合および漁業協同組合連合会] 

 

(5) 有価証券報告書を提出している者（金融庁長官に届出を行った者に限る。）で、当該届出を行った日以

前の直近に提出した有価証券報告書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度および当該事

業年度の前事業年度の貸借対照表における有価証券の金額および投資有価証券の金額の合計額が

100億円以上であるもの 

 

(6) 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる業を行う者（金融庁長官に届出を行った者に限る。）で、

当該届出の時における資本金の額もしくは出資金の額または基金の総額がそれぞれ次に定める金額以

上であるもの 

 

イ 第一種金融商品取引業 1億円 

 

ロ 投資運用業 1億円 

 

ハ 銀行法第2条第2項に規定する銀行業 20億円 

 

ニ 保険業法第2条第1項に規定する保険業 10億円 

 

措置法施行令の改正後は措置法上の適格機関投資家は金商法上の適格機関投資家の範囲より狭くなりま

すので両者の範囲が異なることに注意が必要です。 
 



 
(3) 

 

よりよりよりより詳詳詳詳しいしいしいしい情報情報情報情報につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては下記担当者下記担当者下記担当者下記担当者にごにごにごにご連絡下連絡下連絡下連絡下さいさいさいさい。。。。 
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